
 

令和５年度川崎市生涯学習推進活動方針 
 
 

Ⅰ めざす社会像 

  民主主義の精神にのっとり、平和と基本的人権を尊重し、市民が自ら考え、学びを創造するとともに、多様

性を認め合い、互いにつながり合い、共に高め合いながらその成果を地域に還元することのできる、持続可能

な社会の実現をめざします。 

 
Ⅱ 基本方針 

超高齢社会の到来を見据え、市民の暮らしの向上と地域社会の持続的発展のための学びを推進するため、１０年

後の未来に向けて「人生１００年時代の生涯学習社会の実現～生涯を通じた学びと成長～」という理念を掲げ、総

合的に施策を展開し、「人づくり」、「つながりづくり」、「地域づくり」の推進を図りながら、持続可能な地域づく

りと安心して暮らし続けるしくみづくりを進めます。 
 
 
 
 

Ⅲ 基本政策 

１ 家庭・地域の教育力を高める 
家族形態や地域における人と人とのつながりが変化する中、子育て家庭を含めたあらゆる世代の生活環境

が大きく変化しており、子どもを取り巻くさまざまな社会的な問題が生じています。 
学校・家庭・地域がともに連携することで、地域が家庭に寄り添いながら、子どもや若者が大人たちと関わ

り、互いに学び合い、育ち合う中で、主体的にいきいきと活動する力を培うための環境づくりを進めていきま

す。 
 
２ いきいきと学び、活動するための環境をつくる 

   活力ある豊かな地域をつくるためには、多様な学びの機会を提供して学びによる地域のつながりを創出す

るとともに、地域の生涯学習の担い手を育てるしくみづくりや、生涯学習をコーディネートする人材の育成に

取り組む必要があります。また、地域のさまざまな人が集い、いきいきと学び、つながり、学んだ成果を主体

的に地域づくりや市民活動に活かすことができるよう、社会教育の推進や生涯学習環境の整備などを進めて

いきます。 

 

３ 文化財の保護・活用と魅力ある博物館づくりを進める 

「川崎市文化財保護活用計画」の基本理念「文化財が人をつなぎ、地域を守り育むまちづくり」を踏まえ、

市民にとって文化財に親しむ機会が充実し、文化財に対する意識が高まるよう、地域と連携しながら、国史跡

橘樹官衙
たちばなかんが

遺跡群
いせきぐん

をはじめ、多くの文化財を活かした魅力あるまちづくりを推進します。 

日本民家園及びかわさき宙と緑の科学館では、各施設の特性・専門性を活かした展示等、博物館活動の充実

を図るとともに、生田緑地内の各施設や関係部署等と連携しながら、市民サービスの向上や国内外への魅力発

信について取組を進めます。 

「人生１００年時代の生涯学習社会の実現」 
～生涯を通じた学びと成長～ 



 

 

Ⅳ 施策 

【基本政策１】 
施策１ 家庭教育支援の充実 
近年の社会状況の変化に伴って家庭環境の多様化が見られることから、関係部局や団体、企業等と連携しなが

ら、家庭教育の推進に取り組み、家庭の教育力の向上を図っていきます。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

施策２ 地域における教育活動の推進 
地域教育会議のさらなる活性化や、地域の寺子屋事業の推進など、地域の多様な人材や資源を活かして、地域の

教育力の向上を図るしくみづくりを進めます。 
また、多世代がつながり、学び合い、子どもたちの学ぶ意欲の向上と豊かな人間性の育成を図るとともに、連

携・協働に基づく持続可能なネットワークづくりを進めます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教育文化会館・市民館・分館において、家庭・地域教育学級を開催し、子育てに関する家庭・地域課題

の学習機会を提供するなど、家庭教育の充実を図ります。 
○子どもの理解や保護者の役割、子育てに関する諸課題等について、ＰＴＡが実施する家庭教育学級を支

援することにより、学校・家庭・地域の連携による学習活動を促進します。 

○「家庭教育推進連絡会」を開催するなど、子育てに関する関係機関や関係団体が相互に連携・協力しな

がら、家庭教育を支援するためのネットワークづくりを進めます。 
○家庭教育の推進に向けて企業や地域団体等と連携した取組を進めるなど、さまざまな場において、子育

て家庭が学べる機会を増やしていきます。 

○多様な団体により構成される「川崎市地域教育ネットワーク推進会議」を開催するなど、学校・家庭・

地域のネットワークづくりを進めます。 
○中学校区地域教育会議における活動を推進するとともに、行政区地域教育会議による中学校区地域教育

会議への支援・補完機能の強化に取り組みます。 

○中学校区地域教育会議を、国の示す「地域学校協働本部」の役割を持つ組織として位置づけながら、地

域教育コーディネーターの設置を進め、学校と地域の連携を進めます。 
○子ども会議や地域教育会議の活動を通して、学校と地域が連携して、子どもたちの意見表明と社会参加

を促進し、地域社会の一員としての自覚を育みます。 
○「子どもの泳力向上プロジェクト」として、地域のスイミングスクール等と連携して、水に親しむこと

に加え、泳ぎが苦手な子どもの泳力を向上することを目的に水泳教室を開催し、地域資源を活かした子ど

もたちの支援を行います。 
○地域ぐるみで子どもを育てる「地域の寺子屋事業」を全小・中学校へ拡充するとともに、継続した運営

に向け、寺子屋コーディネーター・寺子屋先生養成講座などを通じて担い手づくりを進めます。 



 

 

【基本政策２】 
施策１ 自ら学び、活動するための支援の充実 
“市民自身が学び、その成果を地域での活動に活かすことで充実感を味わい、さらなる学びにつなげる”とい

う、学びと活動の循環を促進していくため、市民館・図書館において、学びを通して、人・つながり・地域づくり

を支える生涯学習の拠点をめざした取組や、市民にとって役立つ、地域の中で頼れる知と情報の拠点をめざした取

組を進めていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策２ 生涯学習環境の整備 
市民の生涯学習や地域活動の場としての学校施設の有効活用の促進や、身近な社会教育施設等の利用環境の向

上を図るとともに、今後の市民館・図書館が、求められる多様なニーズへ柔軟に対応していける体制づくりを進め

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○社会参加の促進や市民意識の啓発、地域課題や生活課題の解決に向けた学習機会を提供するとともに、

地域団体の育成や交流に向けた取組や多様な主体との協働・連携に向けた取組を推進し、社会教育の振興

を図ります。 
○市民同士の学び合いの場を市民自らが企画・運営することを通して、市民が学んだ知識や経験等を身近

な地域で活かしながら、主体的に活動する担い手の育成を図ります。 

○ＩＣＴを活用したオンライン講座等の実施をはじめ、身近な地域の施設で出張講座を開催するなど、さ

まざまな学びの機会を提供していきます。 
○市民の多様な読書ニーズに適切に対応するため、地域資料も含めた多様な図書・資料等を収集・提供す

るとともに、図書館の利用促進に向けた取組や多様な主体との連携による読書普及活動、他施設等との相

互連携による図書館機能の向上のための取組など、効率的・効果的な図書館サービスの取組を推進しま

す。 
○ＩＣＴの活用によるサービス、自動車文庫や返却ボックスなど図書館外でのサービス、他施設との連携

によるサービスの提供とともに蔵書構築に関する考え方を整理し、市立図書館全体で図書・資料を収集・

保存・有効活用するための図書館ネットワーク機能の強化に向けた取組を進めます。 

○市立学校の校庭や体育館、特別教室等を学校教育に支障のない範囲で開放するとともに、多様な主体と

連携・協働しながら、より一層の学校施設活用を検討するなど、市民の主体的な学びや活動を支援しま

す。 
○子どもが安全に遊ぶことができる場所や、地域が気軽に利用できる身近な場所として、学校の校庭を利

用しやすくするしくみづくりを関係局と連携しながら、取組を進めていきます。 

○関係局と連携しながら施設の長寿命化に向けて計画的な取組の推進を図るとともに、効率的・効果的な

施設整備に取り組むなど、社会教育施設の老朽化等に適切に対応します。 
○労働会館・教育文化会館の再編整備に向けた取組を進め、川崎区における生涯学習の拠点として、みん

なが気軽に利用しやすい活動や交流の拠点づくりを進めていきます。 
○宮前市民館・図書館の鷺沼駅周辺への移転・整備に向けた取組を進め、市民の力で成長し続ける、宮前

区らしいスタイルの市民館・図書館として、多様な人々が交流し、つながり、新たなコミュニティ・生

活・教養を創発し、地域への愛着を育む場づくりを進めていきます。 
○「今後の市民館・図書館のあり方」に基づき、市民館・図書館が「学びと活動を通じたつながりづく

り」の役割を果たし、多様なニーズへ柔軟に対応した事業・サービスを展開していくため、効率的・効果

的な管理・運営手法を検討していきます。 
○公益財団法人生涯学習財団への支援や、市と連携した取組により、市民の誰もが、いつでもどこでも自

主的に生涯学習に取り組める環境づくりを、多様な主体と連携して進めます。また、主体的に活動する社

会教育関係団体を支援することにより、地域活動の充実や地域の教育力の向上を図ります。 



 

 

【基本政策３】 
施策１ 文化財の保護・活用の推進 
「川崎市文化財保護活用計画」に基づき、地域と連携しながら市民が文化財に親しむ機会の充実を図り、文化財

ボランティア等の地域人材の育成・確保を図ります。また、国史跡橘樹官衙
たちばなかんが

遺跡群
いせきぐん

の保存管理・活用・史跡整備等

を計画的に推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「川崎市文化財保護活用計画」に基づき、文化財の調査・保護・活用を推進し、指定文化財の保存整理

等を行うとともに、「川崎市地域文化財顕彰制度」を活かして、未指定・未登録の文化財の保存・活用を図

ります。 
○現在の「川崎市文化財保護活用計画」は、平成２６（２０１４）年度から令和５（２０２３）年度まで

を計画期間としていることから、今後、文化財保護法に基づく新たな計画である「（仮称）川崎市文化財保

存活用地域計画」を策定します。 

○文化財ボランティア等の地域人材の育成・確保を進めるとともに、多くの地域人材と協働した文化財の

保護・活用により、市民が文化財に親しむ機会の充実を図ります。また、ウィズコロナにおいて文化財ボ

ランティアや無形民俗文化財の保持団体等が安全に活動できるよう、情報提供や活動の支援を行います。

さらに、文化財について、多くの市民に知っていただけるよう、ＳＮＳなどを活用し、効果的な広報を行

っていきます。 
○市内の学校に対して、出土品を活用した出前授業などを行い、文化財を見たり触れたりする機会を子ど

もたちに提供し、文化財に対する興味・関心を育みます。 

○「国史跡橘樹官衙
たちばなかんが

遺跡群
いせきぐん

保存活用計画」及び「国史跡橘樹官衙
たちばなかんが

遺跡群
いせきぐん

整備基本計画」に基づき、本市の

貴重な宝として将来を見据えた整備を行い、全国にその魅力を発信し、さらなる文化的発展につなげてい

きます。 



 

 

施策２ 博物館の魅力向上 
日本民家園における民家の暮らし調査や、かわさき宙と緑の科学館における市域の生物調査などにより、各施設

の専門性を充実させるとともに、学校・地域等との連携により博物館活動を推進し、各施設の魅力向上を図りま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日本民家園では、日本有数の古民家の野外博物館としての特性や専門性を活かし、古民家・民具等の展

示整備、資料整理、調査研究、企画展示、教育普及等の博物館活動を推進します。また、文化財建造物の

補修と耐震補強を計画的に進め、文化財の適切な保存・活用を図ります。さらに、園路や排水の整備、危

険樹木対策等を計画的に実施し、文化財の保存環境を維持向上させるとともに、誰にでも安全で利用しや

すい博物館づくりを進めます。 
○かわさき宙と緑の科学館では、市内唯一の自然科学系の登録博物館として、自然・天文・科学の各分野

において、特性や専門性を活かし、資料収集・保存、調査研究、展示、教育普及等の博物館活動を推進し

ます。 

○日本民家園及びかわさき宙と緑の科学館では、学校との連携を強化し、体験学習や社会科見学、学習撮

影や実験教室等を通じて、子どもたちの文化財や伝統文化、自然科学への理解や興味関心を育みます。 
○日本民家園及びかわさき宙と緑の科学館では、感染症等の影響を踏まえ、来園・来館が困難な方やこれ

まで訪れる機会のなかった方等に向けて、ＳＮＳなどを活用し、自宅で楽しみながら学べるコンテンツの

提供など効果的な広報を行っていきます。 
○日本民家園及びかわさき宙と緑の科学館では、岡本太郎美術館などの市内各博物館等と連携し、調査研

究、展示、教育普及等の博物館活動を行うとともに、ボランティア・市民活動団体等の育成・支援、学

校・関係機関等との連携・協働により、地域とのネットワークづくり等を図ります。 
○日本民家園及びかわさき宙と緑の科学館は、「『生田緑地』の観光強化」として、市の「新・かわさき観

光振興プラン」（平成２８（２０１６）年２月）にも位置づけられており、インバウンドにも対応した展

示・広報活動の充実や利便性・回遊性の向上、食の魅力の開発・発信などの要素も含めて利用者サービス

の充実に努め、広域観光の魅力づくりを図ります。 
○日本民家園及びかわさき宙と緑の科学館は、地域資源を活用した特色ある文化芸術活動を推進する事業

として「第２期川崎市文化芸術振興計画（改訂版）」（平成３１（２０１９）年３月）にも位置づけられて

おり、地域に根ざした文化芸術を活用したまちづくりを進め、生田緑地を中心とした地域の魅力発信のた

め、関係局との連携を図っていきます。 



 

Ⅴ 令和５年度の主な事業内容                （   ）内の額は前年度予算額 

 １ 家庭・地域の教育力を高める                       174,085千円（148,822千円） 

 （１）家庭教育支援の充実                        2,311千円 （2,077千円） 

   ア 家庭教育支援事業                                            2,311千円 （2,077千円） 

    子どもの健やかな育ちの基盤となる家庭教育を支援する取組として、家庭の役割や子育ての重要性

を学び、親同士の交流を促進する学級・講座等を実施します。また、ＰＴＡ等による家庭教育に関す

る学習活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）地域における教育活動の推進                    171,774千円(146,745千円) 

ア 地域における教育活動の推進事業                     45,287千円（39,812千円） 

 地域社会で生き生きと活動する市民や、子どもたちの成長を見守り支えている市民の意欲・力を、社会全

体の活力や地域の教育力の向上につなげられるよう支援します。また、「子どもの権利に関する条例」に基づ

き、地域における子どもの育ちや意見表明を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 
イ 地域の寺子屋事業                                             126,487千円 (106,933千円) 

 地域ぐるみで子どもたちの学習や体験をサポートし、多世代で学ぶ生涯学習の拠点づくりを進める     

ことを目的に、地域が主体となって子どもたちに放課後週１回の学習支援と、土曜日等に月１回の体 

験活動を行う「地域の寺子屋事業」を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業内容】 

●市民館等における家庭・地域教育学級等の家庭教育に関する学習機会の提供 

（家庭・地域教育学級は、社会教育振興事業費） 

●ＰＴＡによる家庭教育学級開催の支援 

●全市・各区「家庭教育推進連絡会」の開催による関係者間の情報共有の推進 

●地域団体や企業等と連携した取組の推進 

【主な事業内容】 

●地域教育会議の実施による地域教育ネットワークのさらなる活性化 

●子ども会議等の充実による子どもの育ちと意見表明の促進 

●地域のスイミングスクール等と連携した子どもの泳力向上プロジェクト事業の実施 

 

【主な事業内容】 

●地域の寺子屋の拡充（全小中学校での実施に向け随時拡充） 

●寺子屋先生、寺子屋コーディネーターの養成 

●地域の寺子屋推進フォーラムの開催 



 

２ いきいきと学び、活動するための環境をつくる         2,786,678千円（2,066,471千円） 

（１）自ら学び、活動するための支援の充実                    1,003,983千円（1,035,263千円） 

   ア 社会教育振興事業                              63,140千円   （53,676千円） 

    教育文化会館・市民館・分館において、市民の自主的・主体的な学びを支援していくため、学級・

講座やイベント等を実施・開催します。また、社会教育を担う団体やボランティアの育成・支援、ネ

ットワークづくりなどを通して、学習と活動がつながる好循環を生み出し、学習や活動を通じた人づ

くり、つながりづくり、地域づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 図書館運営事業                                          940,843千円 （981,587千円） 

    市民の読書要求に応え、市民の課題解決に役立つために、多様な図書館資料を収集・保存・提供す

るとともに、レファレンスの向上、インターネットやＩＣＴの活用、関係機関や学校図書館との連携

促進などを図りながら、効率的・効果的な図書館運営をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業内容】 

●社会参加・共生推進学習事業の実施 

識字学習活動、社会人学級、障がい者社会参加学習活動他 

●市民自治基礎学習事業の実施 

平和・人権・男女平等推進学習、青少年教室事業、成人教室事業、シニアの社会参加支援事業、家庭・

地域教育学級、市民館保育活動他 

●市民学習・市民活動活性化学習事業の実施 

市民自主学級、市民自主企画事業、市民エンパワーメント研修、市民講師活用事業、寺子屋コーディ 

ネーターの養成（再掲：「地域の寺子屋」事業費に含む。）学習情報提供・学習相談事業他 

●市民・行政協働・ネットワーク学習事業の実施 

各行政区・中学校区地域教育会議推進事業（再掲：地域における教育活動の推進事業費に含む。）、 

課題別連携事業、学社融合推進事業、地域学習・文化団体連携推進事業 

●現代的課題対応学習事業の実施 

地域コミュニティ交流・学習事業、現代的課題学習事業他 

●視聴覚教材の活用等学習環境整備事業の実施 

●大学等高等教育機関との連携促進 

●市政１００周年に向けたプレ事業の実施 

 川崎市をテーマとした自作絵本作りの講座を開催 

【主な事業内容】 

●多様な市民ニーズに応え、市民の課題解決に役立つために、幅広く図書館資料を収集・提供 

●来館困難者や視覚障がい者等への支援サービス実施 

●レファレンスの向上やインターネット、ICTの活用 

●関係機関や学校図書館との連携促進 

●図書館の利用が困難な地域に向けた自動車文庫の巡回 

●非接触・非来館型の電子図書館サービスを試行導入 



 

（２）生涯学習環境の整備                    1,782,695 千円（1,031,208 千円） 

  ア 生涯学習施設の環境整備事業                           1,640,454千円 （887,126千円） 

   市民の生涯学習や地域活動の拠点として、身近な学校施設を有効活用するとともに、資産保有の最適化を   

踏まえた社会教育施設等の長寿命化を推進するなど、市民の生涯学習環境の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 社会教育関係団体等への支援・連携事業                      142,241千円（144,082千円） 

生涯学習団体や主体的に活動する社会教育団体に対し、活動や市民との協働によるまちづくりに資する 

事業などについて、補助金の交付や協働での事業実施、求めに応じた助言を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業内容】 

●既存施設（労働会館）の活用による川崎区の市民館整備に向けた工事等の実施 

●地域ぐるみで子どもの育ちを支えていく仕組みづくりに向けて、特別教室等を地域の人に利用しても

らうための「Kawasaki教室シェアリング」や、校庭で子どもたちが自由にのびのび遊べるための「みん

なの校庭プロジェクト」など、学校施設のさらなる有効活用を推進 

●鷺沼駅前地区市街地再開発事業に伴う宮前市民館・図書館の移転・整備に向けて、設計や管理運営計

画の策定作業等の実施 

●社会教育施設の長寿命化に向けた計画的な施設整備の推進（新規） 

【主な事業内容】 

●関係団体との協働や他都市との交流事業など、各種生涯学習機会の提供の支援 

●シニア活動支援事業への支援 

●市民のニーズに応じた多彩な体験講座等の実施への連携 

●全市的な生涯学習情報の収集と効率的な提供に向けた情報提供システム構築の支援、連携 



 

３ 文化財の保護・活用と魅力ある博物館づくりを進める         855,981千円（936,111千円） 

（１）文化財の保護・活用の推進                   216,300 千円（441,635 千円） 

 ア 文化財保護・活用事業                      71,706千円 （78,702千円） 

  市民の郷土に対する認識を深め、地域の人々の心のよりどころとして、文化の向上と発展に貢献す

るため、歴史の営みの中で、自然環境や社会・生活を反映しながら、育まれ、継承されてきた文化財

の適切な保存と活用を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 橘樹官衙遺跡群保存整備・活用事業                 144,594千円 （362,933千円） 

古代川崎の歴史的文化遺産を後世まで継承するため、市内で初めて国史跡に指定された「橘樹官衙

（たちばなかんが）遺跡群」（橘樹郡家跡と影向寺遺跡）の保存整備・活用・調査研究を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）博物館の魅力向上                       639,681 千円（494,476 千円） 

   ア 日本民家園管理運営事業                      501,975 千円（389,210 千円） 

国・県・市の指定文化財２５件を有する日本有数の古民家の野外登録博物館として、その貴重な文化財を   

適切に保存・活用し、市民の文化・学術・教育の充実を図るため、「日本民家園」を運営します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業内容】 

●川崎市文化財保護活用計画に基づく文化財の調査・保護・活用事業の推進 

●指定文化財の保存修理等の実施 

●地域文化財顕彰制度の運用 

●文化財ボランティアの育成・確保 

●埋蔵文化財の発掘調査等の実施 

●川崎市文化財保存活用地域計画の策定に向けた準備・調整 

【主な事業内容】 

●国史跡橘樹官衙遺跡群整備基本計画短期計画第１期等に基づく整備の実施 

●史跡指定地の公有地化の推進 

●橘樹官衙遺跡群調査整備委員会の開催 

●橘樹官衙遺跡群とその周辺における史跡めぐり等活用事業の実施 

●市民との協働による史跡等環境整備・維持管理の実施 

●橘樹官衙遺跡群の全容解明等に向けた調査・研究の推進 

●ふるさと納税（クラウドファンディング）で古代衣装を制作し、橘官衙遺跡群の各種イベント等で活

用（新規） 

【主な事業内容】 

●文化財建造物・民具などの保存・整理 

調査研究及び補修（屋根補修、耐震補強等）の推進 

●展示及び教育普及事業の充実 

ボランティア支援等 

●「（仮称）川崎市立日本民家園運営基本方針」の策定 



 

イ 青少年科学館管理運営事業                    137,706千円（105,266千円） 

 自然・天文・科学の各分野において、市民への科学知識の普及啓発や科学教育の振興のため、市内唯一の 

自然科学系の登録博物館として、「青少年科学館」（かわさき宙と緑の科学館）を運営します。 

 

 

 

 

 

 

【主な事業内容】 

●自然・天文・科学の３分野における資料収集・展示・調査研究・教育普及活動等博物館活動の充実 

●ボランティア、市民活動団体等の育成・支援と体験学習の推進 

●生田緑地内の文化施設をはじめとする多様な団体や関係機関と連携した取組の推進 



「社会教育委員から市民へのメッセージ」 

 

川崎の生涯学習社会を実現するために 

 「人生１００年時代」と言われるようになり、ますます生涯を通じた学びの重要性が高

まっております。川崎市では、様々な場面において生涯学習活動を推進しているところで

すが、「生涯学習」や「社会教育」と言った言葉になじみのないことも、わかりにくさを

生んでいます。そのため、「生涯学習」や「社会教育」について身近に感じていただきた

いという思いから、私たち令和４・５年度社会教育委員のメッセージをまとめました。 

 このメッセージは、何か一つの考えを押し付けるものではなく、社会教育委員一人ひと

りの考えをまとめたものであり、「市民の学びを支えていきたい」という願いを込めてお

ります。 

 このメッセージが、生涯学習活動に関わるきっかけになれば幸いに思います。 

 

１ 予測が難しい現代に求められる学び 

（１）生涯学習は、自らが自由で主体的に学ぶことです。例えば、普段の生活の中で、

花を育てている方がいて、その方との会話の中で花の育て方や品種など、自分の

知らなかったことを学んでいます。私たちはそういったことも生涯学習であると

考えています。身の回りのいろいろな場面を見渡してみると、いろいろなことに

気づきや学びがあります。生涯学習は市民にとってとても身近なものです。 

 （２）社会教育は、学びの環境を整えることであると考えています。例えば、地名の由

来を知りたいと思った時に図書館では、調べるための役立つ資料をわかりやすく

紹介した「パスファインダー」を利用することによって、地名の由来の他に関連

する書籍を知ることができます。また、新しく音楽活動に参加したり、ボランテ

ィア活動を始めてみたいといった時に、市民館ではサークル活動の紹介を行って

いたり、ボランティアの養成講座を行っていたりします。このように、川崎市で

は市民が学びたいと思った時に学べる環境を整えており、それらを社会教育活動

であると、考えています。 

（３）今の社会は、急速な技術革新や気候変動、国際情勢の変動など、変化が激しく複

雑さを増しており、将来の予測が困難な時代です。デジタル化が進行し、人工知

能が発展を遂げる中で、何が本物で何が偽物か見分けがつきにくくなっていま

す。そんな時代だからこそ、多様な人と交流し、子どもから大人まで世代を問わ

ず学び、自分の頭で考え、行動することが必要であると私たちは考えています。 

２ かわさきでの取組 

（１）川崎市には、市民館や図書館をはじめ、青少年科学館や日本民家園など魅力的

な社会教育施設がたくさんあります。これらの施設で行っていることは、「社会

資料 



教育事業ガイド」にまとまっています。ぜひご覧になって、施設に訪れてみて

はいかがでしょうか。 

（２）川崎市には、青少年の健全な育成を図ったり川崎の文化の発展を行ったり、

様々な地域の団体が市民の学びを支えるために活動しています。生涯学習社会

を実現するために、行政だけでなく、地域の様々な団体等と一緒に取り組んで

いくことが大切であると私たちは考えています。 

（３）普段の気づきや学びを、深めるために、図書館で調べ物をしたり、市民館で行

われる講座を受講し、いろいろな方とのつながりを持つことができたり社会の

中には様々な学びの環境が整備されています。身の回りにあふれる学びを一緒

に深めてみませんか 

 

３ すでに学びは始まっている 

（１）生涯学習はとても幅広い考え方です。何か新しいことに気づいたり、できること

が増えていたり、学んでいたりしたらすでに皆さんの生涯学習活動は始まってい

るかもしれません。道端で見かけた花の名前を新しく知ったり、映画を見て新し

い発見をしたり、私たちの回りを見渡すと、いろいろなところに気づきや学びが

あります。あなたは最近どんなことに気づき、学びましたか？ 

（２）もしあなたが「何かを始めたいけど、何をしたらよいかわからない・・・」と思

っていたら、川崎の社会教育に関わるとてもよいタイミングです。市民館や図書

館、青少年科学館や日本民家園など、あなたの学びを支える環境があります。 

（３）市民館では子育て、ボランティア、サークル活動など様々な活動を行っていま

す。あなたの気になる入り口はどれですか？ 

（４）あなたが学んだことは、他の人や地域にとって、とても価値があるものです。学

んだことを日々の生活の中で活かし、地域の中で役立てることができるかもしれ

ません。市民館はそんなあなたの学びを第一線で支えます。 

 

 

 

生涯学習推進活動方針や私たち社会教育委員のメッセージをよりわかりやすく伝えるため

にパンフレットを作成しました。そちらも併せてご覧ください。 

 


